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○芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則 

制定 平成１２年 ５ 月 １ 日 規則第４７号 

改正 平成１４年 ７ 月 １ 日 規則第２５号 

平成１７年 ７ 月 １ 日 規則第２６号 

平成１８年 ３ 月３１日 規則第 ９ 号 

平成２１年 ５ 月１５日 規則第２８号 

平成２３年 ４ 月 １ 日 規則第 ４ 号 

平成２３年１２月２８日 規則第４２号 

平成２４年１２月２８日 規則第５１号 

平成２７年 ４ 月 １ 日 規則第１２号 

平成２７年１０月 １ 日 規則第４８号 

平成３１年 ４ 月 １ 日 規則第１２号 

令和 ６年 ７ 月 １ 日 規則第９７号 

令和 ８年 ４ 月 １ 日 

注 平成１７年７月１日規則第２６号から条文注記入る。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、芦屋市住みよいまちづくり条例（平成１２年芦屋市条例第１６

号。以下「条例」という。）の施行並びに芦屋市附属機関の設置に関する条例（平

成１８年芦屋市条例第５号）第２条に規定する芦屋市住環境紛争調停委員の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

２ 条例第２条第１２号アに規定する規則で定めるものは、一戸建ての住宅、営業活

動又は事業活動を行う建築物で当該用途に供する床面積の合計が２００平方メート

ル未満の建築物、公園の公衆便所、あずまやその他これらに類する建築物及び仮設

建築物をいう。ただし、条例第１０条の規定における特定建築物については、仮設

建築物のうち設置期間が３月を超えるものを含むものとする。 
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３ 条例第２条第１２号イに規定する規則で定めるものは、住戸１戸当たりを３（単

身者用住戸は１戸当たり１）とした数値に戸数を乗じた数値の合計が１３以上の集

合住宅をいう。 

４ 条例第２条第１２号エに規定する規則で定めるものは、仮設建築物をいう。ただ

し、条例第１０条の規定における特定建築物については、仮設建築物のうち設置期

間が３月を超えるものを含むものとする。 

 

（宅地開発に係る届出等） 

第３条 条例第６条第１項に規定する宅地開発に係る届出に必要な図書は、次の各号

に掲げるとおりとし、宅地開発事前協議届（様式第１号）及び宅地開発設計説明書

（様式第２号）に添付して提出しなければならない。 

(1) 添付設計図書（都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第１６条

第４項に規定する設計図書に係る明示すべき事項を準用する。） 

ア 位置図 

イ 現況図 

    平面図、縦断面図及び横断面図 

ウ 実測求積図 

エ 土地利用計画図 

オ 造成計画図 

平面図、断面図及び切盛部分求積図 

カ 道路施設等計画平面図及び構造図 

キ 排水施設計画平面図 

ク 水道施設及び給水装置計画平面図 

ケ がけの断面図 

コ 擁壁の断面図 

サ 現況写真及び事前公開の標識の設置を証するための写真 

シ その他必要な設計図 

(2) その他添付図書 

ア 委任状 
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イ その他市長が特に指示する図書 

２ 条例第６条第５項に規定する規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。 

(1) 特定宅地開発以外の宅地開発で、公共施設の整備が生じない区画の分割 

(2) 前号に準ずる軽易な宅地開発として、特に市長が認めるもの 

 

（建築物の建築に係る届出等） 

第４条 条例第７条第１項に規定する届出において、特定建築物に該当しない建築物

の建築に係る必要な図書は、次に掲げるとおりとし、建築物建築届（様式第３号）

に添付して提出しなければならない。 

(1) 添付設計図書 

ア 位置図 

イ 現況図 

平面図、縦断面図及び横断面図 

ウ 実測求積図 

エ 建築物関係図 

配置図、各階平面図、各階求積図、立面図（２面以上、着色及び斜線制限等

検討図）、断面図（２面以上）、地盤面算定図書及び日影図（建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第５６条の２の規定により制

限を受ける建築物） 

オ 現況写真及び事前公開の標識の設置を証するための写真 

カ 造成計画図（敷地が宅地造成等工事規制区域内又は敷地面積が５００平方メ

ートル以上の場合） 

平面図、断面図及び切盛部分求積図 

キ 前条第２項第１号の規定による宅地開発を伴う建築については、敷地の分割

図面その他必要な図書 

ク その他必要な設計図 

(2) その他添付図書 

ア 委任状 

イ その他市長が特に指示する図書 
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２ 条例第７条第３項に規定する届出において、特定建築物の建築に係る必要な図書

は、次に掲げるとおりとし、特定建築物事前協議届（様式第４号）及び特定建築物

設計説明書（様式第５号）に添付して提出しなければならない。ただし、条例７条

第６項の規定による場合は、前条第１項第１号に規定する図書も添付して提出する

こととする。 

(1) 添付設計図書 

ア 位置図 

イ 現況図 

平面図、縦断面図及び横断面図 

ウ 実測求積図 

エ 土地利用計画図 

オ 造成計画図 

平面図、断面図及び切盛部分求積図 

カ 特定建築物関係図 

配置図、各階平面図、各階求積図、立面図（２面以上、着色及び斜線制限等

検討図）、断面図（２面以上）、地盤面算定図書及び日影図（法第５６条の２

の規定により制限を受ける建築物） 

キ 道路施設等計画平面図及び構造図 

ク 排水施設計画平面図 

ケ 水道施設及び給水装置計画平面図 

コ 植栽計画図 

平面図、植栽リスト及び求積図 

サ 現況写真及び事前公開の標識の設置を証するための写真 

シ その他必要な設計図 

(2) その他添付図書 

ア 委任状 

イ 機械式駐車装置の安全性に係る図書 

ウ 条例第１２条第１０項及び第９条第７項第６号の規定による駐車需要の予測

調査を行った場合は、その根拠となる図書 



5/27 

エ その他市長が特に指示する図書 

 

（変更等の届出） 

第５条 条例第８条第１項又は第２項に規定する変更届は、宅地開発事前協議変更届

（様式第６号）に宅地開発設計説明書（様式第２号）を添付したもの、建築物建築

変更届（様式第７号）又は特定建築物事前協議変更届（様式第８号）に特定建築物

設計説明書（様式第５号）を添付したものに、それぞれ変更内容が分かる関係図書

等を添付して提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる変更については届出の必要はないものとす

る。 

(1) 工事施工者の変更 

(2) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日 

(3) その他市長が認める変更 

３ 条例第８条第１項又は第２項に規定する取下書は、宅地開発事前協議取下書（様

式第９号）、建築物建築届取下書（様式第１０号）又は特定建築物事前協議取下書

（様式第１１号）とする。 

４ 条例第８条第４項の規定により協定を解除する場合は、市長は、特定事業主に協

定解除通知書（様式第１１号の２）を交付するものとする。 

 

（標識の設置） 

第６条 条例第９条第１項に規定する標識は、宅地開発計画の概要（看板）（様式第

１２号）、建築物建築計画の概要（看板）（様式第１３号）又は特定建築物建築計

画の概要（看板）（様式第１４号）によるものとする。 

２ 標識を設置する場所は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める場所と

する。 

(1) 開発区域が２以上の道路に接する場合 当該宅地のそれぞれの道路に面する

場所（開発区域に接する道路部分の長さが２メートル未満の場合を除く。） 

(2) 開発区域に接する道路部分の長さが５０メートル以上の場合 当該宅地の２

箇所以上の見やすい場所 
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(3) 前２号に掲げる以外の場合は、当該宅地の見やすい場所 

 

（特定宅地開発計画及び特定建築物建築計画についての説明等の実施） 

第７条 条例第１０条第１項に規定する説明等は、特定宅地開発の計画にあっては、

宅地開発の設計方針及び概要について、土地利用計画図その他周辺住民に対する説

明に必要な図書を、特定建築物の建築計画にあっては、建築計画の設計方針及び概

要について、配置図、各面の立面図、日影図その他周辺住民に対する説明に必要な

図書を提示し、行うものとする。ただし、条例第７条第６項の規定による場合は、

特定宅地開発の計画及び特定建築物の建築計画の説明に必要な図書を提示するもの

とする。 

２ 条例第１０条第２項に規定する特定事業主等の市長への説明等に関する報告書は、

説明等に関する報告（様式第１５号）によるものとする。 

 

（宅地開発に係る基準） 

第８条 条例第１１条第３項に規定する公共・公益施設の整備に係る基準は、次に掲

げるとおりとする。 

(1) 道路の整備 

ア 開発区域は、幅員６．５メートル以上の道路に接しなければならない。ただ

し、予定建築物の規模、用途及び周辺の土地利用状況等により車両の通行に支

障がない道路と認められるときは、別に定める技術基準に基づき緩和ができる

ものとする。 

イ 開発区域内に設ける道路は、開発区域外の道路の機能を阻害することなく、

かつ、開発区域外にある道路と接続し、これらの道路の機能が有効に発揮され

るよう事前に道路管理者の指示に従い、別に定める技術基準に基づき、計画し

なければならない。 

ウ 特定宅地開発区域内の道路は、別に定める技術基準により施工し、開発区域

外の幅員６．５メートル以上の道路に接続しなければならない。ただし、主と

して住宅の用に供する目的で行われる特定宅地開発については、別に定める技

術基準に基づき幅員を緩和できるものとする。 
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エ ア、イ及びウの規定により特定宅地開発区域外の道路の新設、既設道路の拡

幅又は構造変更等の必要が生じた場合は、特定宅地開発の事業主の負担により

施工しなければならない。この場合において、工事内容、施工時期等について

は、別に定める技術基準に基づき、道路管理者の指示によらなければならない。 

オ 特定宅地開発の事業主は、道路管理者が防犯灯及び道路交通に係る安全施設

が必要と判断した場合は、道路管理者の指示に従い設置しなければならない。 

カ 開発区域に接する道路が、法第４２条第１項第５号の規定により、特定行政

庁から道路の位置の指定を受け、条件を付されている場合は、その条件を満た

すように整備しなければならない。 

キ 開発区域が、法第４２条第２項の規定による道路に接する場合は、原則とし

て道路とみなした部分を拡幅整備し、維持管理ができるようにしなければなら

ない。 

(2) 公園等の整備 

ア 特定宅地開発の事業主は、開発区域内又は隣接する地域で、地域住民が安全

かつ有効に利用できる位置に、予定建築物の計画人口を基に次に定める算定式

により得た面積の規模以上の公園又は緑地（以下「公園等」という。）を設け、

市に帰属するものとする。この場合において、市に帰属する公園設置基準面積

は、５００平方メートル以上とし、緑地設置については、別に定める設置基準

に基づき公園管理者と協議するものとする。 

３m２／人×３人／戸×（計画宅地における戸数－４戸－既存戸数） 

３m２／人：計画人口１人当たりの必要な公園等の面積 

３人／戸：１戸当たりの計画人口 

４戸：控除戸数 

イ 特定宅地開発の事業主は、公園等整備計画について公園管理者と構造及び維

持管理面等から協議を行い、別に定める技術基準に基づき設計し、施工しなけ

ればならない。 

ウ 特定宅地開発の事業主は、アの規定に基づき算定した公園等の面積規模が５

００平方メートル未満の場合、又は別に定める設置要件からみて市長が特に認

める場合は、公園等の設置に代え、市が推進する緑豊かなまちづくりに必要な
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公園等の整備に係る施策に協力するものとする。 

(3) 排水施設の整備 

ア 特定宅地開発の事業主は、開発区域内の排水計画について公共下水道管理者

と協議を行い、公共下水道管理者が定める排水設備施工指針に基づき設計し、

施工しなければならない。 

イ アの規定により開発区域外において排水施設に関する工事の必要が生じた場

合は、公共下水道管理者の指示に従い、特定宅地開発の事業主の負担で施工し

なければならない。 

(4) 水道施設及び給水装置の整備 

ア 特定宅地開発の事業主は、宅地開発計画策定段階で給水全般について、水道

事業管理者と協議を行い、水道事業管理者が定める給水装置工事施行基準に基

づき給水工事計画書を提出し、承認を得た上、施工しなければならない。 

イ 宅地開発に伴い、給水装置の新設及び増設、改造工事を必要とし、既設の配

水管では給水が困難な場合は、水道事業管理者が水道施設の新設又は増強工事

の設計及び施工を行い、その費用は特定宅地開発の事業主が負担するものとす

る。ただし、開発区域内の水道施設について、水道事業管理者の許可を得たと

きは、特定宅地開発の事業主が施工することができる。 

ウ 配水管が布設されていない区域については、水道事業管理者が水道施設の新

設又は増強工事の設計及び施工を行い、その費用は特定宅地開発の事業主が負

担するものとする。 

(5) 消防水利の設置 

ア 特定宅地開発の事業主は、消火栓及び防火水槽等の設置並びにその標識の設

置について、消防本部が定める開発行為に伴う消防施設等の指導基準に基づき

設計し、承認を得た上、施工しなければならない。 

イ 防火水槽の設置は、市に帰属する道路の用地以外で確保しなければならない。 

２ 条例第１１条第４項に規定する宅地規模の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 戸建て住宅の宅地開発の場合、当該開発区域の属する用途地域（都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する用途地域をいう。）の

建築物の敷地面積の最低限度（以下「最低敷地面積」という。）は、次の表のと
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おりとする。 

用途地域 開発区域面積 

５００m２未満 ５００m２以上２，

０００m２未満 

２，０００m２以上 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

１７０m２ ２１０m２ ２５０m２ 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

１１０m２ １３０m２ １５０m２ 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

９０m２ １１０m２ １３０m２ 

近隣商業地域 

商業地域 

７０m２ ９０m２ １１０m２ 

(2) 前号の規定にかかわらず、地形の状況等によりやむを得ないと市長が認める場

合の最低敷地面積は、宅地開発の一の区画については、同号に規定する最低敷地

面積の８０パーセントを限度として緩和することができるものとする。 

(3) ２以上の用途地域に属する宅地に係る第１号の規定の適用については、その属

する用途地域の区分に応じそれぞれ同号の表に定める面積（前号の規定において

緩和する場合を含む。）に、当該宅地における当該用途地域に属する部分の割合

をそれぞれ乗じて得た面積の合計面積とする。 

(4) 次のア又はイに該当する宅地については、第１号に規定する最低敷地面積にか

かわらず当該宅地面積とする。 

ア 条例施行の際、建築物の一の敷地として認められる宅地 

イ 土地区画整理事業の換地により定められた宅地その他これに類するもの 

(5) 集合住宅及び単身者共同住宅を建築予定の宅地開発の場合は、次の算定式によ

る面積とする。ただし、その面積が第１号に規定する戸建て住宅の宅地開発の最

低敷地面積又は１７０平方メートルのいずれか大きい方の面積を確保するものと

する。 

A≧９０C／B 

A：集合住宅及び単身者共同住宅の宅地規模（単位m２） 
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B：開発区域に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度 

C：住宅の戸数（単身者共同住宅及び集合住宅の一部に単身者用住戸が含まれ

る場合の当該単身者住戸の戸数は、その３分の１の数を戸数とする。） 

３ 条例第１１条第６項に規定するごみ集積所の設置及び移設については、近隣住民

と協議の上理解を得るよう努めるとともに、別に定める技術基準に基づき所管課と

協議を行い、施工等するものとする。 

 

（建築物の建築に係る基準） 

第９条 条例第１２条第３項に規定する公共・公益施設の整備に係る基準は、次に掲

げるとおりとする。 

(1) 道路の整備 

ア 開発区域は、幅員６．５メートル以上の道路に接しなければならない。ただ

し、予定建築物の規模、用途及び周辺の土地利用状況等により車両の通行に支

障がない道路と認められるときは、別に定める技術基準に基づき緩和できるも

のとする。 

イ アの規定により開発区域外の既設道路の拡幅及び構造変更等が必要な場合は、

特定建築物の建築主の負担により施工しなければならない。この場合において、

工事内容、施工時期等については、別に定める技術基準に基づき、道路管理者

の指示によらなければならない。 

ウ 特定建築物の建築主は、道路管理者が防犯灯及び道路交通の安全施設が必要

と判断した場合は、道路管理者の指示に従い設置しなければならない。 

エ 開発区域に接する道路が、法第４２条第１項第５号の規定により、特定行政

庁から道路の位置の指定を受け、条件を付されている場合は、その条件を満た

すように整備しなければならない。 

オ 開発区域が、法第４２条第２項の規定による道路に接する場合は、原則とし

て道路とみなした部分を拡幅整備し、維持管理ができるようにしなければなら

ない。 

カ 市長は、芦屋市都市景観条例（平成２１年芦屋市条例第２５号）第２条第２

項第３号に規定する大規模建築物で、同条例第２３条の規定による景観協議の
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対象となるものについては、環境の保全、災害の防止及び通行の安全において

支障がないと認める範囲内においては、アの規定にかかわらず、景観協議にお

ける指導内容を優先することができる。 

(2) 公園等の整備 

ア 特定建築物の建築主は、開発区域内又は隣接する地域で、地域住民が安全か

つ有効に利用できる位置に、予定建築物の計画人口を基に次に定める算定式で

得た面積規模以上の公園等を設け、市に帰属するものとする。この場合におい

て、市に帰属する公園設置基準面積は、５００平方メートル以上とし、緑地設

置については、別に定める設置基準に基づき公園管理者と協議するものとする。 

３m２／人×３人／戸×（計画戸数－４戸－既存戸数） 

３m２／人：計画人口１人当たりの必要な公園等の面積 

３人／戸：１戸当たりの計画人口 

単身者共同住宅の計画人口は、１人／戸とする。 

４戸：控除戸数 

単身者共同住宅の控除戸数は、１２戸とする。 

イ 特定建築物の建築主は、公園等整備計画について公園管理者と構造及び維持

管理面等から協議を行い、別に定める技術基準に基づき設計し、施工しなけれ

ばならない。 

ウ 特定建築物の建築主は、アの規定に基づき算定した公園等の面積規模が５０

０平方メートル未満の場合又は別に定める設置要件からみて市長が特に認める

場合は、公園等の設置に代え、市が推進する緑豊かなまちづくりに必要な公園

等の整備に係る施策に協力するものとする。 

(3) 排水施設の整備 

ア 特定建築物の建築主は、開発区域内の排水計画について公共下水道管理者と

協議を行い、公共下水道管理者が定める排水設備施工指針に基づき設計し、施

工しなければならない。 

イ アの規定により開発区域外において排水施設に関する工事が生じた場合は、

公共下水道管理者の指示に従い、特定建築物の建築主の負担により施工しなけ

ればならない。 
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(4) 水道施設及び給水装置の整備 

ア 特定建築物の建築主は、建築計画策定段階で給水全般について、水道事業管

理者と協議を行い、水道事業管理者が定める給水装置工事施行基準、受水槽以

下装置施行基準等に基づく給水工事計画書を提出し、承認を得た上、施工しな

ければならない。 

イ 特定建築物の建築に伴い、給水装置の新設及び増設、改造工事を必要とし、

既設の配水管では給水が困難な場合は、水道事業管理者が水道施設の新設又は

増強工事の設計及び施工を行い、その費用は特定建築物の建築主が負担するも

のとする。 

ウ 配水管が布設されていない区域については、水道事業管理者が水道施設の新

設又は増強工事の設計及び施工を行い、その費用は特定建築物の建築主が負担

するものとする。 

(5) 消防水利の設置及び消防活動用空地等の確保 

ア 特定建築物の建築主は、消火栓及び防火水槽等の設置並びにその標識の設置

について、消防本部が定める開発行為に伴う消防施設等の指導基準に基づき設

計し、承認を得た上、施工しなければならない。 

イ 地階を除く階数が３以上又は地盤面からの高さが１０メートル以上の特定建

築物を建築する建築主は、はしご車等が容易に接近できる消防隊進入路及び消

防活動用空地等について、消防本部と協議を行い、消防本部が定める開発行為

に伴う消防施設等の指導基準に基づき確保しなければならない。ただし、開発

区域の敷地形状及び周辺の道路状況等により確保することが困難である場合、

建築主はこれに代わる措置について、別途消防本部と協議しなければならない。 

ウ 消火栓を除く消防施設については、市に帰属する道路の用地以外で設置及び

確保しなければならない。 

２ 条例第１２条第４項に規定する建築物の建築に必要な敷地規模の確保については、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 集合住宅及び単身共同住宅を建築する場合は、次の算定式による面積を標準敷

地規模とする。 

A≧９０C／B 
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A：集合住宅及び単身者共同住宅の宅地規模（単位m２） 

B：開発区域に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度 

C：住宅の戸数（単身者共同住宅及び集合住宅の一部に単身者用住戸が含まれ

る場合の当該単身者住戸の戸数は、その３分の１の数を戸数とし、店舗又

は事務所が含まれる場合は、当該店舗又は事務所の床面積を９０で除して

得た数値を戸数とする。） 

(2) 長屋住宅（重層及び賃貸住宅を除く。）の建築主等は、当該長屋の一部住戸の

建替え等に際し、その建築計画に著しく支障をきたさない敷地規模と住戸配置計

画とするよう配慮しなければならない。 

３ 条例第１２条第５項に規定する単身者の居住に必要な各住戸（集合住宅に含まれ

る単身者用住戸を含む。）の専有床面積は、２５平方メートル以上とする。ただし、

管理人室は除く。 

４ 条例第１２条第６項に規定する緑地保全の基準は、特定建築物を建築する場合に

おいて、次に掲げるとおりとする。 

(1) 敷地内の空地には、次の基準に基づき緑地を確保するものとする。 

ア 緑地面積の敷地面積に対する割合（以下「緑化率」という。）は、次の表に

よる。ただし、近隣商業地域及び商業地域内における緑化率は、建物用途に５

戸以上の住戸（単身者用住戸については、戸数の３分の１の数値を戸数とする。）

が含まれる建築物について適用し、その他の建築物については、緑化に努める

ものとする。 

区分（用途地域） 緑化率 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 ３０％以上 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域、第二種住居地域 

２０％以上 

近隣商業地域、商業地域 １０％以上 

イ 法第５３条第３項の規定を適用する特定建築物に係る必要緑地面積は、敷地

面積から建築面積を減じた面積の２分の１以上とする。ただし、敷地面積から

建築面積を減じた面積の２分の１の面積の敷地面積に対する割合が、アの表の

緑化率を上回る場合は、当該緑化率を限度とした面積を必要緑地面積とする。 
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(2) 緑地の保存及び緑化並びに緑地面積の算定については、別に定める技術基準に

より計画するものとする。 

５ 条例第１２条第７項に規定する建築物の外壁の後退距離の基準は、物置その他こ

れらに類する用途に供し、軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の合計

が５平方メートル以内の建築物を建築するときを除き、次に掲げるとおりとする。 

(1) 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては、当該地域

に関する都市計画において定められた外壁の後退距離とする。 

(2) 前号において、次のア又はイのいずれかに該当するときは、外壁の後退距離を

緩和することができるものとする。 

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０メートル以下である

ときは、０．７メートルを限度とする。 

イ 外部階段、バルコニー等の壁面が格子状等の開放性があるときは、０．７メ

ートルを限度とする。 

(3) 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内においては、０．

７メートル以上とする。ただし、地階を除く階数が４以上又は軒高が１０．０メ

ートル以上の建築物を建築するときは、１．０メートル以上とする。 

(4) 前号において、次のアからウまでのいずれか（特定建築物についてはイに限

る。）に該当するときは、外壁の後退距離を緩和することができるものとする。 

ア 建築物の敷地が道路（法第４２条に規定する道路）、河川、鉄道線路敷その

他これらに類するものに接するとき。なお、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）の適用のない里道及び河川法（昭和３９年法律第１６７号）、下水道法（昭

和３３年法律第７９号）の適用又は準用されない水路に接するときは、後退距

離をこれらの中心線から０．７メートル以上とし、都市計画法第１１条第１項

第２号に規定する公園等の施設に接するときは、後退距離を０．５メートル以

上とする。 

イ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３．０メートル以下である

とき、及び外部階段、バルコニー等の壁面が格子状等の開放性があるときは、

前号中「０．７メートル」を「０．５メートル」に、「１．０メートル」を「０．

７メートル」に読み替えるものとする。 
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ウ 敷地の間口が極端に狭い場合で、特に市長が認めるとき。この場合において

は、建築主等は、隣接者に説明し、理解を得るよう努めるものとする。 

６ 条例第１２条第８項の規定により、特定建築物となる集合住宅又は単身者共同住

宅の各住戸の居室のうち一以上は、次の条件を満たさなければならない。 

(1) 床面積を７平方メートル以上とすること。 

(2) 次のア又はイの窓を設けること。 

ア 道路に直接面する窓 

イ 窓先空地（居室の窓又は居室のバルコニーの外側に設ける空地で、幅及び奥

行がそれぞれ２メートル以上のものをいう。）に直接面する窓 

７ 条例第１２条第９項に規定する集合住宅又は単身者共同住宅（以下「集合住宅等」

という。）における自動車及び自転車等の駐車施設の設置基準は、次に掲げるとお

りとする。 

(1) 自動車の設置台数基準は、次の表によるものとし、当該敷地内に設けるものと

する。この場合において、集合住宅の一部に単身者用住戸が含まれる場合の当該

単身者用住戸に係る設置台数は、単身者共同住宅に係る基準によるものとする（次

号及び第３号において同じ。）。 

区分 １０１戸以上 集合住宅 単身者共同住宅 

５戸～１００

戸 

５戸未満 １３戸～１０

０戸 

１３戸未満 

設置台

数 

１戸に１台以

上及び外来者

用 

５戸に４台以

上及び外来者

用 

２戸に１台以

上 

３戸に２台以

上及び外来者

用 

３戸に１台以

上 

備考 敷地の過半が商業地域又は近隣商業地域となる場合に集合住宅を建築する際

は、「１戸に１台」及び「５戸に４台」とあるのは「５戸に３台」とする。 

(2) ５戸以上２０戸未満の集合住宅において、構造又は敷地の状況から市長がやむ

を得ないと認める場合は、当該敷地内に５戸に３台以上及び外来者用の自動車の

駐車施設を設け、前号の表の設置台数に不足する駐車施設については、当該敷地

からおおむね２００メートル以内の場所に自動車の駐車施設を設けることにより

（必要台数の一部の駐車施設について賃貸駐車施設を使用契約で設けた場合を含
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む。）、当該建築物の敷地内に設けたものとみなす。 

(3) 単身者共同住宅においては、前号の「５戸以上２０戸未満」を「１３戸以上２

５戸未満」、「５戸に３台以上」を「２戸に１台以上」に読み替えるものとする。 

(4) 集合住宅を建築する際は住戸数１戸につき２台以上、単身者共同住宅を建築す

る際は住戸数１戸につき１台以上の自転車等の駐車施設を設けるものとする。 

(5) 自動車の設置台数の算定においては、機械式駐車装置を用いない駐車施設につ

いては、現に設置する１台を２台とみなすことができる。ただし、外来者用の駐

車施設、第２号の規定により敷地外に設ける駐車施設及び第９号の規定による荷

さばきのための駐車施設の設置台数の算定においては、この限りでない。 

(6) 前各号の規定にかかわらず、次に掲げるものについては需要予測に基づき自動

車及び自転車等の駐車施設を設けるものとする。 

ア 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条の

規定により都道府県知事への登録を行うサービス付き高齢者向け住宅 

イ 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和３５年兵庫県条例第２３号）

第２条第２号に規定する普通県営住宅 

ウ 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年芦屋市条例第３１号）

第２条第１号に規定する市営住宅 

エ 芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例（昭和６１年芦屋市条例第２２

号）第２条第３号に規定する改良住宅 

オ 芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の

設置及び管理に関する条例（平成８年芦屋市条例第２７号）第２条第１号に規

定する従前居住者用住宅 

(7) 既存の集合住宅等のうち、当該集合住宅等の維持管理の状況を鑑み、自動車の

駐車施設の一部の廃止を市長が特に認めたものについて、住戸の増加及び用途の

変更を伴わない増築を行うときは、第１号から第３号までの規定は、適用しない

ものとする。 

(8) 特定建築物を建築する際に、建築物の敷地内に機械式駐車装置を設けるときは、

敷地境界線から１．０メートル以上の距離に設けるものとする。 

(9) ５戸以上の集合住宅、１３戸以上の単身者共同住宅及び規則第２条３項に規定
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する集合住宅においては、荷さばきのための駐車施設を１台以上設けなければな

らない。ただし、荷さばきのための駐車施設の台数は、別に定める技術基準に定

める規格を満たす場合において、第１号の表の設置台数の算定における外来者用

の駐車施設の台数に含めることができる。 

８ 条例第１２条第１０項に規定する自動車及び自転車等の駐車施設の設置基準は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 商業地域及び近隣商業地域における特定建築物の建築においては、芦屋市建築

物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和５９年芦屋市条例第１号。以下

「附置義務条例」という。）第２条に規定する特定用途に供する部分に対し必要

な台数の駐車施設を設けなければならない。この場合において、集合住宅及び単

身者共同住宅の用途があるときは、同条に規定する共同住宅及び非特定用途に供

する部分に対し必要な台数を算定し、前項に規定する必要台数と、いずれか多い

方の台数以上の駐車施設を設けること。 

(2)  前号に該当しない特定建築物においては、当該敷地内に１店舗若しくは１事

務所当たり１台以上又は店舗面積２００平方メートル、事務所面積３００平方メ

ートルを超えるごとに１台の割合で算定し、いずれか多い方の台数以上の自動車

の駐車施設を設けること。 

(3) 店舗及び事務所等の特定建築物の構造又は敷地の状態等から市長がやむを得

ないと認める場合において、当該敷地からおおむね２００メートル以内の場所に

自動車の駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を設けたもの

とみなす。また、附置義務条例が適用されない特定建築物の場合にあっては、賃

貸駐車施設を使用契約することにより当該建築物の敷地内に駐車施設を設けたも

のとみなす。 

(4) 前号に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、当該駐車施設

の位置、規模等を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場

合も同様とする。 

(5) 特定建築物の対象となる店舗を建築する建築主は、店舗面積２０平方メートル

につき１台以上の自転車等の駐車施設を設けること。 

９ 条例第１２条第１１項に規定するごみ集積所の設置については、近隣住民と協
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議の上理解を得るよう努めるとともに、別に定める技術基準に基づき所管課と協議

を行い、施工するものとする。 

１０ 条例第１２条第１２項に規定する単身者共同住宅の管理に関する措置は、次に

掲げるとおりとする。 

(1) 管理人室を設置し、管理人を配置すること。ただし、単身者共同住宅の所有者

若しくは管理者が必要に応じ管理人を派遣できるとき、又は単身者共同住宅の所

有者若しくは管理者が当該単身者共同住宅に居住し、若しくは当該単身者共同住

宅の周辺に居住し、かつ、直接に当該単身者共同住宅の管理を行うことができる

ときは、この限りでない。 

(2) 次に掲げる事項を定めた入居者規則等を制定し、入居者に遵守させるようにす

るとともに、玄関その他の外部から見やすい場所に、管理人への連絡方法を記載

した表示板を設置すること。 

ア 騒音、振動等により周辺に迷惑を掛ける行為の禁止 

イ 自動車及び自転車等の路上駐車の禁止 

ウ ごみの収集指定日以外の日におけるごみの搬出その他近隣住民に迷惑を掛け

る行為の禁止 

エ 単身者共同住宅を建築する建築主等と近隣住民との間で交わされた協定 

 

（竣工検査を要しない軽易な行為） 

第１０条 条例第１５条第５項に規定する規則で定める軽易な行為は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 宅地開発のうち、公共施設の整備が生じない区画の分割 

(2) 前号に準ずるものとして、特に市長が定めるもの 

 

（芦屋市住環境紛争調停委員の職務） 

第１１条 芦屋市附属機関の設置に関する条例第２条に規定する芦屋市住環境紛争調

停委員（以下「委員」という。）は、特定宅地開発及び特定建築物の建築に伴う紛

争の調停を行う。ただし、自己、配偶者又は三親等内の親族の利害に関係のある事

件その他市長が指定する事件に係る調停には関与することができない。 
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第１２条 削除 

 

（委員の禁止行為） 

第１３条 委員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 委員の身分を利用して紛争に関与し、又はこれを処理すること。 

(2) 調停を自己本来の仕事に利用すること。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

 

（委員の解嘱） 

第１４条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解嘱す

ることができる。 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(2) 委員たるに適しない非行があると認められるとき。 

(3) 前条の規定に違反する行為を行ったとき。 

（調停の申請） 

第１５条 条例第１９条の規定による申請は、紛争調停申請書（様式第１６号）を市

長に提出することにより行わなければならない。 

 

（調停への働きかけ） 

第１６条 市長は、当事者の一方から調停の申請を受けた場合において、必要がある

と認めるときは、他の当事者に対し、調停に付することに同意するように勧告する

ことができる。 

（調停の手続及び運営） 

第１７条 調停は、２人の委員からなる調停委員会（以下「委員会」という。）を設

けて行う。 

２ 委員会の委員は、市長が、調停に付す紛争事件ごとに芦屋市附属機関の設置に関

する条例第２条の表芦屋市住環境紛争調停委員の項委員の構成の欄中各号に掲げる
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者のうちからそれぞれ１人ずつを指名する。 

３ 調停は、当事者双方からの意見聴取及び関係書類の提出により行うものとする。 

４ 前項に規定するもののほか、委員会は、関係人の出頭及び意見陳述を求めること

ができる。 

５ 委員会は、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるとき

は、当事者の承諾を得て当事者の占有する場所に立入調査することができる。 

６ 委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認めるときは、一切の

事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、期間を定めその受諾を勧告するこ

とができる。 

７ 前項の調停案は、委員２人の合意の意見をもって作成するものとする。 

 

（当事者の出席及び代表当事者の選定） 

第１８条 当事者は、次項の場合を除き、調停に出席することができる。 

２ 委員会は、共同の利益を有する当事者が多数であり、かつ、代表当事者を選定す

ることが適当であると認められるときは、当該共同の利益を有する当事者に対し、

相当の期間を定めて、３人を超えない代表当事者を選定するよう命ずることができ

る。この場合において、当該選定された代表当事者のみが、調停に出席することが

できる。 

３ 前項の代表当事者を選定した者（以下「選定者」という。）は、その選定を取消

し、又は変更することができる。 

４ 第２項の規定による代表当事者の選定並びに前項の規定によるその取消し及び変

更は、書面をもって証明しなければならない。 

５ 代表当事者は、各自、選定者のために、申立ての取下げ又は調停案の受諾を除き、

当該申立てに関する一切の行為をすることができる。 

６ 代表当事者が選定されたときは、選定者は、代表当事者を通じてのみ、前項の行

為をすることができる。 

（代理人） 

第１９条 調停の当事者は、委員会が承認した者を代理人とすることができる。 

２ 委員会は、いつでも前項の承認を取り消すことができる。 
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３ 代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。 

４ 代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 

(1) 申立ての取下げ 

(2) 調停案の受諾 

(3) 代理人の選任 

(4) 前条第２項の規定による代表当事者の選定 

 

（手続の非公開） 

第２０条 調停の手続は、公開しない。 

（調停の成立及び不成立） 

第２１条 調停において当事者間に合意が成立し、その旨を記載した文書を作成した

ときは、調停が成立したものとする。 

２ 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したときは、調停が成

立しないものとして、紛争事件を終了させることができる。 

（委員に関する庶務） 

第２２条 委員に関する庶務は、条例に係る事務の所管課において処理する。 

（まちづくり活動団体の認定申請） 

第２２条の２ 条例第１９条の２第１項の規定によりまちづくり活動団体の認定を受

けようとする地区住民等は、まちづくり活動団体認定申請書（様式第１７号）に次

に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 組織の規約 

(2) 組織の構成員の範囲を示す書面 

(3) 組織の役員等の名簿 

(4) 組織の活動区域を示す図面 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査して認

定の可否を決定しなければならない。 

３ 市長は、まちづくり活動団体の認定をしたときは、まちづくり活動団体認定通知

書（様式第１８号）により、まちづくり活動団体の認定をしなかったときはその旨
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を文書により、申請者に通知するものとする。 

 

（変更の届出） 

第２２条の３ 条例第１９条の２第３項の規定による届出は、まちづくり活動団体変

更届出書（様式第１９号）によるものとする。 

 

（認定の取消し） 

第２２条の４ 条例第１９条の３第２項の規定による届出は、まちづくり活動団体認

定取消届出書（様式第２０号）によるものとする。 

２ 市長は、条例第１９条の３第１項の規定によりまちづくり活動団体の認定を取り

消したとき及び前項の届出書の提出があったときは、まちづくり活動団体認定取消

通知書（様式第２１号）により、その旨をまちづくり活動団体に通知するものとす

る。 

 

（まちづくり協定の認定申請） 

第２２条の５ 条例第２１条の２第１項の規定によるまちづくり協定（以下「協定」

という。）の認定を受けようとするまちづくり活動団体は、協定の名称、協定の目

的となっている土地の区域（以下「協定区域」という。）、まちづくりの目標及び

方針並びに当該目標及び方針を推進するために必要な基準を定めた協定書を作成し、

まちづくり協定認定申請書（様式第２２号）の正本及び副本に次に掲げる図書を添

えて市長に提出しなければならない。 

(1) 協定書 

(2) 協定区域を表示する図書 

(3) その他市長が必要と認める図書 

２ 条例第２１条の２第９項の規定による通知は、まちづくり協定認定通知書（様式

第２３号）によるものとする。 

 

（協定の変更） 

第２２条の６ 条例第２１条の２第１０項の規定による変更の申請は、まちづくり協
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定変更申請書（様式第２４号）によるものとする。 

２ 前条の規定は、前項の認定の手続に準用する。 

 

（協定の廃止等） 

第２２条の７ 条例第２１条の２第１０項の規定による廃止の申請は、まちづくり協

定廃止申請書（様式第２５号）に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(1) まちづくり協定認定通知書の写し 

(2) その他市長が必要と認める図書 

２ 条例第２１条の２第１３項の規定による申請者への通知は、まちづくり協定認定

取消通知書（様式第２６号）によるものとする。 

 

（まちづくり活動団体との協議報告等） 

第２２条の８ 条例第２１条の３第２項の規定によるまちづくり活動団体との協議の

報告は、まちづくり活動団体との協議報告書（様式第２７号）によるものとする。 

 

（まちづくりに関する助成等） 

第２３条 条例第２２条第１項に規定する助成は、芦屋市まちづくり助成要綱及び芦

屋市まちづくり支援要綱によるものとする。 

２ 条例第２２条第２項に規定する事業は、次に掲げるものをいう。 

(1) 芦屋市市街地再開発事業補助金交付要綱による事業 

(2) 芦屋市優良建築物等整備事業補助要綱による事業 

(3) 芦屋市私道舗装整備に関する要綱による事業 

(4) 保護樹等保存奨励金交付要綱による事業 

(5) 芦屋市既成宅地防災工事資金融資あっせん制度要綱による事業 

(6) 芦屋市住宅改造費助成事業実施要綱による事業 

(7) 芦屋市緑化事業助成金交付要綱による事業 

(8) その他市長が特に認めた事業 
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（立入検査証） 

第２４条 条例第２３条第３項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証（様式第

２８号）とする。 

 

（過料の手続） 

第２５条 市長は、条例第２５条の規定に基づく過料を科す決定をした場合は、過料

の理由をその期日の１４日前までに、過料を受けるものに通知しなければならない。 

 

（宅地開発適合通知書等） 

第２６条 条例第６条、第７条、第１４条及び第１５条に規定する宅地開発適合通知

書等の様式は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 宅地開発適合通知書 条例第６条第２項 様式第２９号 

(2) 特定宅地開発事前協議協定書 条例第６条第３項 様式第３０号 

(3) 建築物適合通知書 条例第７条第２項 様式第３１号 

(4) 特定建築物事前協議協定書 条例第７条第４項 様式第３２号 

(5) 特定宅地開発着工届 条例第１４条 様式第３３号 

(6) 特定建築物着工届 条例第１４条 様式第３４号 

(7) 特定宅地開発竣工届 条例第１４条 様式第３５号 

(8) 特定建築物竣工届 条例第１４条 様式第３６号 

(9) 特定宅地開発に関する工事の検査済証 条例第１５条第４項 様式第３７号 

(10) 特定建築物に関する工事の検査済証 条例第１５条第４項 様式第３８号 

 

（補則） 

第２７条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成１２年５月１日から施行する。 

附 則（平成１４年７月１日規則第２５号） 

この規則は、平成１４年７月１日から施行する。 
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附 則（平成１７年７月１日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第８条及び第９条に係

る改正規定は、平成１８年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則第８条及び第９

条の規定は、この規則の施行の日以後の芦屋市住みよいまちづくり条例第６条又は

第７条の規定による届出について適用し、同日前の届出については、なお従前の例

による。 

附 則（平成２１年５月１５日規則第２８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日規則第４号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２８日規則第４２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則第９条の規定は、

この規則の施行の日以後の芦屋市住みよいまちづくり条例第７条の規定による届出

について適用し、同日前の届出については、なお従前の例による。 

附 則（平成２４年１２月２８日規則第５１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年１月１日から施行する。ただし、第８条第２項の改正規

定は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則第８条第２項の

規定は、この規則の施行の日以後の芦屋市住みよいまちづくり条例第６条の規定に
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よる届出について適用し、同日前の届出については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年４月１日規則第１２号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１０月１日規則第４８号） 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日規則第１２号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日規則第５２号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月１７日規則第１２５号） 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日規則第６７号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月１日規則第９７号） 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則第４条、第７条、

第８条及び第９条の規定は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）以降の

芦屋市住みよいまちづくり条例第６条及び第７条の届出について適用し、同日前の

届出については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

様式 （省略）
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